
農業後継者定着及び就農者誘致特別措置要領 

１．目  的          

   本町における農業の発展に資するため、農業後継者（原則４０歳未満）及び枝幸町に

おいて新たに農業を営む者（以下「就農者」という）に対し、特別な優遇措置を講じる

とともに、新たに農業を営もうとする就農研修者等（以下「就農研修者等」という）に

対し必要な支援を行い農業後継者の定着と、就農者の誘致促進を図ることを目的とする。

２．就農者の定義 

   就農者とは、次の号の何れにも該当し、認定を受けた者とする。 

（１）本人は、営農意欲旺盛であり、心身共に健康で、原則として経営責任者の年齢が

４５歳未満の者。 

（２）酪農経営においては、乳牛の飼育頭数が成牛換算で概ね３０頭以上の営農計画を

有する者。 

（３）経営が成り立つ農用地面積を確保できる者。 

（４）近代的農業経営を維持管理する能力と経験を有する者。 

（５）組合長が特に認めた者。 

３．就農者の申請 

   優遇措置を受けようとする新規就農者は、あらかじめ農業経営計画書その他必要事項

を記載した認定申請書を組合長に提出しなければならない。 

４．就農者の認定 

   組合長は、申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し認定の可否を申請者に通

知する。 

５．優遇措置の内容 

   １）就農者の認定を受けた者に対し、次の助成措置を講ずる。 

  （１）就農時に生乳増産のための乳用牛購入代金として１，０００千円以内を   

助成する。 

  （２）理事会で認めた場合は肉牛も認める。 

   ２）農家子弟が後継者として就農したとき、次の助成措置を講ずる。 

  （１）就農時に生乳増産のための乳用牛購入代金として１，０００千円以内を   

助成する。 

  （２）理事会で認めた場合は肉牛も認める。 

  （３）助成金を受けようとする後継者は、各農業地域協議会会長の推薦書を添えて

組合所定の申請書を２月末までに提出しなければならない。 

（１８２１）



６．海外研修助成 

   農業後継者が農協の指定する海外研修に参加する場合、旅費の一部を助成することが

できる。 

７．助成金の返還 

   次の各号に該当するものに対しては、既に助成した助成額の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

（１）助成が終了した翌年度から、農業経営及び農業従事を５カ年以内に廃止し又は休

業したとき。 

（２）この組合の地域活動及び事業活動に参加出来ない者。 

（３）不正行為により助成を受けたとき。 

８．就農研修者等の定義 

   就農研修者等とは、次の各号の何れにも該当し、認定を受けた者とする。 

（１）枝幸町において新たに農業を営もうとする者。 

（２）農業経営に旺盛な意欲と能力を有していること。 

（３）概ね１８歳以上４０歳未満であること。 

（４）経営が成り立つ就農計画であること。 

（５）当組合が開催する就農者研修会に参加していること。 

（６）組合長が特に認めた者 

９．就農研修者等に対する支援措置 

   就農研修者等が研修を開始した月より別表１に掲げる支援措置を行う。ただし研修開

始が月の途中からの場合は日割り計算とする。 

10．支援金の返納 

   就農研修者等は、支援金を受けている途中で、新規就農を断念せざる得ない場合につ

いては、支援金の全部又は一部を返納しなければならない。 

11.その他 

   この要領の改廃は理事会で決議する。ただし、緊急を要する場合などは、組合長が  

決定し理事会で事後承認を願うものとする。 

   尚、様式など軽微な事項の変更は組合長決裁によって行う。 

         この要領は、平成２８年１２月８日より制定する。 

         この要領は、平成２９年２月６日より一部改正する。 

         この要領は、平成３０年５月２４日より一部改正する。 

         この要領は、平成３０年１２月２６日より一部改定する。 



別表１ （９．就農研修者等に対する支援措置関係）     

支援措置名 支援対象目的 支援金の額 支援の期間 

就農研修者等 

支援金 

就農研修者等に対する

研修手当として、受入

研修先と合わせて  

原則、２０万円を

保障する。 

１名当り１ヶ月研修手

当は１０万円以内とす

る。 

但し、家族構成、又は

経験により協議する。

原則２年以内 


